
【来て「しらかわ」住宅取得支援事業補助金・事業フロー】

・補助対象住宅を取得（所有権保存登記等の完了）

補助金交付申請書（第１号様式） 申請書を受理

（基本的に必要な添付書類） ・内容の確認、審査

・誓約書（第２号様式）

・同意書（第３号様式） ・県外からの移住者（加算申請）

・同一世帯全員の住民票の写し

・市外に継続して１年以上居住していることを証明

　できる戸籍の附票、住民票除票の写し等

・同一世帯で成人している方全員の納税証明書

・案内図 、配置図、平面図、立面図等

・工事請負契約書等の写し

・固定資産評価額証明書（土地付住宅の場合）

・建物登記簿の全部事項証明書

・確認検査済証等の写し（新築の場合） ・交付（却下）

・検査済証等の写しまたはそれに相当するもの（建売・中古の場合） 　の決定

・耐震診断書の写し等（昭和56年5月以前の建物） ・補助交付額

・取得した補助対象住宅の全景写真 　の決定

・その他市長が必要と認める書類

（加算額に必要な添付書類）

・母子健康手帳の原本と写し（出産予定の場合）

・婚姻後の戸籍謄本の写し等

・誘致企業との雇用関係が分かる書類

・青年等就農計画認定書の写し

・空き店舗対策事業者家賃補助交付決定通知書の写し ・県加算額

・設計業務委託契約書の写し

・脱炭素化または省エネルギー化に係る住宅の認定書の写し の決定

決定通知書を受理（郵送でお送りします）

（第４号様式）

補助金交付請求書（第５号様式） 請求書を受理

・内容確認

補助金の受領（通帳にて入金を確認してください） 補助金の交付（指定口座に振込）

・定住開始（翌年から3年間・定住状況報告 第７号様式）

申　請　者 白河市（企画政策課）

定住状況を３年間確認します　

　　 「しらかわ」に
　　　 　　住みたいなぁ

交付決定（却下）通知書

【重要】
基準日（補助対象住宅を取得した日）から
「６箇月以内」に申請書の提出が必要です。

福島県・来て
「ふくしま」住
宅取得支援事業
に該当する場合

申請の「１ヶ月前」を目安に、
事前相談をお願いいたします。

・私の場合は対象になるの？
・どんな書類が必要なの？
・いつまでに申請すればいいの？

・
市
外
か
ら
の
移
住
者

事前相談

【事業完了】

福島県へ
補助金の
交付申請

福島県
内容審査

市へ
交付決定

平成30年４月１日以降に契約

お問い合わせ先 企画政策課 移住定住推進係 電話：0248-22-1111（内線：2330）
午前 8:30 ～ 12:00 午後 1:00 ～ 5:15 ※土日祝日 ＆ 12/29 ～ 1/3を除く


